
奈
良
県
立
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
六
号

奈
良
県
立
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第３条関係）第１号様式

奈良県立野外活動センター使用申込書

使用する団
体 の 名 称

使 用 目 的

使 用 期 間 年 月 日（ 曜日） 時～ 年 月 日（ 曜日） 時

青少年（ 歳未満の者）及びその指導者25
その他の

計
小・中学 その他の 者

高校生 大学生 指導者
生 青少年

使用者種別

男 人 人 人 人 人 人 人
及 び 人 員

女 人 人 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人 人 合計 人

青少年及びその
場 その他の者 計

指 導 者
泊 数 合 計

所
県 内 県 外 県 内 県 外 県 内 県 外

泊 人 人 人 人 人 人 人
施

ロ
３ 泊 人 人 人 人 人 人 人

設
ッ

２ 泊 人 人 人 人 人 人 人
別

ジ
１ 泊 人 人 人 人 人 人 人

使

キ 泊 人 人 人 人 人 人 人
用

ャ
ン ３ 泊 人 人 人 人 人 人 人

人
プ
サ ２ 泊 人 人 人 人 人 人 人

員
イ
ト １ 泊 人 人 人 人 人 人 人

日帰り 人 人 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人 人 人

上記のとおり奈良県立野外活動センターを使用したいので申し込みます。
年 月 日

奈良県立野外活動センター所長 殿

申込者 氏 名
住 所

（団体の場合は、名称及び所在地並びに代表者の氏名）
：T E L
：F A X
：E-mail



（第４条関係）第２号様式

奈良県立野外活動センター使用承認書

団体の名称

使 用 承 認
年 月 日（ 曜日） 時～ 年 月 日（ 曜日） 時

期 間

青少年（ 歳未満の者）及びその指導者25
その他の

計
小・中学 その他の 者

高校生 大学生 指導者
生 青少年

使用者種別

男 人 人 人 人 人 人 人
及 び 人 員

女 人 人 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人 人 合計 人

青少年及びその
場 その他の者 計

指 導 者
泊 数 合 計

所
県 内 県 外 県 内 県 外 県 内 県 外

泊 人 人 人 人 人 人 人
施

ロ
３ 泊 人 人 人 人 人 人 人

設
ッ

２ 泊 人 人 人 人 人 人 人
別

ジ
１ 泊 人 人 人 人 人 人 人

使

キ 泊 人 人 人 人 人 人 人
用

ャ
ン ３ 泊 人 人 人 人 人 人 人

人
プ
サ ２ 泊 人 人 人 人 人 人 人

員
イ
ト １ 泊 人 人 人 人 人 人 人

日帰り 人 人 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人 人 人

承 認 の 条 件

年 月 日付けで申込みのありました奈良県立野外活動センターの使用について
は、奈良県立野外活動センター管理運営規則第３条の規定により上記のとおり承認します。

年 月 日
様（殿）

奈良県立野外活動センター所長 印



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
立
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運

営
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
込
書
及
び
交
付
さ
れ
て
い
る
承
認
書
で
あ
っ
て
現
に
効

力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
立
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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